
・令和2年10月19日付け厚生労働省基安化発1019号第1号「剥離剤を使用した剥
離作業における労働災害防止について」では「ベンジルアルコールを含有する
剥離剤の取扱作業において講ずべき措置」として、吹き付け時には送気マスク
を使用させること、が通知されました。

・従来のインバイロワンはベンジルアルコールを5%程度含有していましたが、
配合を見直し、ベンジルアルコールを含有しない、より安全な製品に切り替え
ます。新製品の性能は従来品と変わりませんので安心してお使いいただけます。

・なお、新製品を取り扱う際にも、上記通知「2 剥離剤を安全に取扱うための
標準的な手順について」に記載の通り(1)ラベル・SDSの入手・確認 (2)ばく露防
止のための措置を遵守し、防毒マスク等適切な保護具を使用してください。

新しいインバイロワンの特⻑

ベンジルアルコールを含有しないため、
送気マスクの使用が必要な製品には該当しない

ベンジルアルコール
令和3年1月1日〜 労働安全衛生法
表示・通知義務対象物質に追加

・なお、インバイロワンはジクロロメタンも含んでいません。
SDSを参照してください。
・消防法非該当：引火点102℃ 燃焼熱量21.3kJ/g
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